
      
令 和 ２ 年 ４ 月 2 4 日 
航 空 局 近 畿 圏 ・ 中 部 圏 空 港 政 策 室 

 

伊丹空港でサーモグラフィーによる体温確認を開始します 
 

○ 緊急事態宣言を踏まえ、国土交通大臣より、 

・不要不急の帰省や旅行などの都道府県をまたぐ移動を厳にお控えいただくとともに、 

・特に発熱のあるような場合には航空機への搭乗を厳に慎んでいただくよう、 

国民の皆様に対して要請をしたところです。 

○ この要請の一環として、発熱のある方に航空機への搭乗をお控えいただくため、今月17日から羽田

空港において、サーモグラフィーによる体温確認を開始したところですが、今般、伊丹空港においても、

体温確認を開始することとしました。 

 

1. 実施期間 
 日時 令和２年４月 24 日（金）～5 月 6 日（水）(緊急事態宣言の終了日） 

※実施期間は今後の状況により変更する可能性がございます。 
 場所 大阪国際空港（伊丹空港）ターミナル 保安検査場入り口（３カ所） 

 
 
2. 実施方法 

・ 保安検査場の入口に設置されたサーモグラフィーにより、搭乗される方の体温を確認し、体温が
37.5 度以上と測定された方にチラシ（別紙）をお渡しします。チラシを参考にご自身の体調を
ご確認いただきます。 

・ なお、感染症が疑われる方については、航空会社各社が運送約款に基づき、ご搭乗をお断りす
ることがあります。 

 

 

【お問い合わせ先】 
国土交通省 航空局 航空ネットワーク部 近畿圏・中部圏空港政策室 名越、一瀨 
電話番号：03-5253-8111（代表） 内線49632,49619 

：03-5253-8729（直通） 
FAX 番号：03-5253-1658 



※感染症が疑われる方については、航空会社各社が運送約款に基づき、ご搭乗をお断りする場合があります。

【国土交通省・厚生労働省からのお知らせ】
・ 伊丹空港では、航空機に搭乗する方に対して、サーモグラフィーによる
体温の確認を行っています。

・ 体温が37.5℃以上と測定された方には、チラシをお渡ししております。
チラシを受け取った方は、ご自身の体調について、以下の点を参考に
ご確認ください。

【国土交通省からの要請】
・ 緊急事態宣言が全国に発出されております。不要不急の帰省や旅行など、
都道府県をまたぐ移動については、厳に控えていただきますよう、お願いいたします。
・ 特に、発熱などの症状がある方は、航空便の利用を厳に慎んでいただきます
ようお願いいたします。

別紙


